
関口　つやさん（10月 16日来庁）
　野球や相撲などのラジオを聞くのが日
課だという関口さん（10月 16日生まれ・
上栗須）。「こんなに長生きするとは思っ
ていなかった。みんなに感謝している」
と話してくれました。
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　10 月 16 日、金澤正さん（鬼石）が市長
を表敬訪問し、「平成 30 年度行政相談
委員総務大臣表彰」を受賞したことを報
告しました。金澤さんは、平成 19年か
ら現在まで行政相談委員として、市民
からの相談業務に尽力されています。

11月は「年金月間」です

▽納付猶予制度（50 歳未満が対象）…本人と配偶
　者の所得に応じて保険料が猶予されます

▽ 学生納付特例制度…大学・短大・専門学校など
　の学生で所得が一定以下の場合、在学期間中の
　保険料が猶予されます
※失業による免除・猶予の申請…失業した時は、
所得があっても免除・猶予になる場合があります。
詳しくは市保険年金課へお問い合わせください

　国民年金の種類
　日本国内に住む 20 歳以上 60 歳未満の全ての
人が国民年金へ加入しなければなりません。職業
などにより３つに分類されます。

▽第１号被保険者…自営業・学生など
　→保険料を自分で納める必要があります

▽第２号被保険者…会社員・公務員など
　→保険料は、給与天引きされます

▽第３号被保険者…第２号被保険者に扶養されてい
　　　　　　　　　��る配偶者
　→保険料を納める必要がありません。第２号被
　　保険者の年金制度で負担します

　保険料と納付方法
　本年度の保険料は、月額１万 6,340 円です。
　保険料の納付は、日本年金機構から送られた納
付書により、金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニ
エンスストアなどで納めます。その他に、口座振
替、クレジットカードも利用いただけます。

　保険料の納付が困難なときは
　所得の減少や失業などで保険料の納付が困難な
ときは、申請により保険料が免除や猶予される制
度があります。

▽保険料免除制度…世帯の所得に応じて保険料の
　全額または一部が免除されます

振替方法 納付
時期

本来の
保険料

前納による
保険料 割引額

２年前納※
（４月から翌々年３月分） ４月末 39万3,000円 37万7,350円 1万5,650円

１年前納
（４月から翌年３月分） ４月末 19万6,080円 19万1,970円 4,110円

６カ月前納
（10月から翌年３月分） 10月末 9万8,040円 9万6,930円 1,110円

当月末振替（早割）毎月月末 �1万6,340円 1万6,290円 50円
　※ 1万 6,340 円（30年度分）×12カ月＝ 19万 6,080 円と 1万 6,410 円
（31年度分）×12カ月＝ 19万 6,920 円の合計です

給付の種類 受給対象者など 年金額（年額）

老齢基礎年金 保険料を納めた期間（免除・猶予期間を含む）が 10年以上ある人
が、原則として 65歳から受け取れます。

�77 万 9,300 円
　※ 20～ 60 歳まで 40年間、全ての保険料を
納めた場合

障害基礎年金
国民年金に加入中や 20 歳未満の病気やけがで一定の障がいが
残った時に支給されます。障がいの等級に応じて１級と２級があ
ります。

１級障がい＝�97 万 4,125 円
２級障がい＝�77 万 9,300 円

遺族基礎年金
国民年金に加入中の人が死亡した場合に、その遺族に支給されま
す。受けられるのは死亡した人に生計を維持されていた子ども※

または、子ども※のいる配偶者です。
�※ 18歳未満もしくは障がいのある 20歳未満の子ども

子どもだけの場合＝�77 万 9,300 円
子どものいる配偶者の場合（子１人）＝�100
万 3,600 円
　※子どもの人数に応じて年額が変わります

[ 国民年金給付の種類 ]

便利でお得な口座振替
　口座振替は納め忘れの心配がなくなるだけ
でなく、１カ月当たりの保険料が割り引きさ
れる「前納」や「早割」を選択することもできます。

▽口座振替の申し込み・手続き…年金手帳・預
金通帳・届出印を持って、金融機関か市保険年
金課へお越しください
[ お得な振替方法 ]

問い合わせ　保険年金課（☎㊵2259）・高崎年金事務所（☎ 027・322・4299）

　あなたに身近で大切な「国民年金」について
じっくり考えてみませんか。

行政相談委員総務大臣表彰
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100 歳のお誕生日
おめでとうございます
新井市長と反町市議会議長が慶祝


